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お らし せ行政
からの

　消費税率引き上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、
臨時特例的な給付措置として実施します。
■給付対象者　 6 月分児童手当受給者
　※特例給付を受給されている人は、対象となりません
■対象児童　 6 月分の児童手当の対象となる児童
■給付額　対象児童 １ 人につき　3,０００円
■申請手続
○申請書
　 　申請先は、 6 月分の児童手当を受給する市町村となりま

す。児童手当の受給者宛に、児童手当現況届に同封して、
6 月上旬ごろに郵送します。

○申請期間　 6 月 １ 日から１２月 １ 日まで
○支　給　　１０月中旬から
※ なお、公務員であり職場からの児童手当受給者も、子育て

臨時特例給付金については、 ５ 月3１日現在で住民登録がさ
れている市区町村で申請を受け付け、支給します。詳しく
は職場にお問い合わせください。

　“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください！
　 　自宅や職場などに市区町村や厚生労働省（の職員）など

をかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わ
ず、お住まいの市区町村や最寄りの警察署（または警察相
談専用電話＃９１１０）にご連絡ください。

「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します

山本議長と飯守副議長体制で市議会が始動しました

■問い合わせ　福祉課 こども係　☎７５−6１１８

■問い合わせ　議会事務局　☎７５−４８２８

6 月は

「児童手当現況届」提出の月です
　児童手当の受給者は、 6 月に『現況届』の提出が
必要です。 6 月初旬に『現況届』を自宅へ送付しま
すので、内容を確認し、押印の上、福祉課こども係
まで提出してください。
■対象者　 6 月 １ 日現在で児童手当を受給している人
■提出するもの
　○児童手当・特例給付　現況届
　○健康保険証の写し
　○課税情報の確認に係る同意書
　（配偶者がいる人）
　○ 平成２７年度所得証明書（平成２７年 １ 月 １ 日現在で

多久市外に住民票があった人）
　○ お子さんの現住所の住民票謄本（お子さんと住

所が別のとき）
■提出期限　 6 月3０日㈫
　期限までに提出できなかった場合でも、受け付け
は行いますが、支給が遅れることがあります。期限
内の提出をお願いします。

■問い合わせ　福祉課 こども係　　☎７５−6１１８
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借金の相談は無料で随時受け付けます。民事・刑事の身の回りの問題もご相談ください。

過払い請求借金問題
○サラ金からの借金を完済された方、時効前（10年）であれば、過払い請求が可能です。
○過払いの請求の場合、着手金不要（解決後、報酬金のみ）裁判までします。（印紙代等の実費は負担）

営業時間    平日 9：00～18：00　土曜 9：00～12：00　日曜・祝日休

弁護士 高﨑繁行（佐賀県弁護士会所属）
高﨑繁行法律事務所
唐津市千代田町2109-17 くりはらビル1F

TEL 0955-70-0315
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